
不燃・粗大ごみ処理施設内で火災発生 

 

 

 不燃・粗大ごみ処理施設建屋小型家電置き場において、令和７年５月３

１日（土）、午前１時１０分頃に火災がありました。 

 関係市（清瀬市・東久留米市・西東京市）から柳泉園組合に搬入された

小型家電のうち、二次電池を取り外せない製品（スマートフォン等）の一

時保管場所から発火いたしました。 

 幸いなことに今回の火災による人的被害はなく、施設の損傷も軽微な

ものであったため、搬入には影響がございません。 

 柳泉園組合では、二次電池は適切に放電処理をしておりますが、解体困

難な小型家電については、当組合内で放電処理をすることができず、一定

の量を保管して処理事業者に搬出しております。 

 このため、当組合では再発防止策として一時保管方法等を再度検討し

て、発災リスクの低減を目指します。 

 

 

 

 

 

                      問合せ先：柳泉園組合 資源推進課 

                      TEL:042-470-1551（直通） 

                      E-Mail:shigen＠ryusenen.or.jp 
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消火活動の様子

小型家電置き場の
損傷状況

燃え殻



可燃性粗大ごみ切断機
電気盤の損傷状況

ビデオテープ破砕機
電気盤の損傷状況

不燃・粗大ごみ処理施設建屋
小型家電置き場の損傷状況


